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(57)【要約】
   
【課題】地肌や周辺を汚さずに、簡便に好みのデザインに毛髪を染毛することができるフ
ィルム形状の染毛材料およびその染毛方法を提供すること。
【解決手段】染料を主成分とする毛染め材料染毛剤と水溶性樹脂を複合化することを特徴
とするフィルム状染毛材料。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　染料を主成分とする染毛剤と水溶性樹脂を複合化することを特徴とするフィルム状染毛
材料。
【請求項２】
　染毛剤が直接染料または酸性染料であることを特徴とする請求項１記載のフィルム状染
毛材料。
【請求項３】
　非水溶性の支持体層と水溶性の染毛材料層からなる２層構造であることを特徴とする、
請求項１又は２に記載のフィルム状染毛材料。
【請求項４】
　水溶性樹脂がケン化度：65～90モル％、重合度：400～3000のポリビニルアルコールか
らなることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のフィルム状染毛材料。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載のフィルム状染毛材料を毛髪へ貼付して染毛する方法。
 
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はフィルム状染毛材料および染毛方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば下記の特許文献１や特許文献２で開示される泡状の染毛剤、特許文献３や
特許文献４に開示されている液状やゲル、泡の染毛剤が用いられていた。しかし、これら
の従来の染毛剤は刷毛や櫛などで塗り広げる必要がある。
　また毛髪全体を染めるには有用だが、生え際やメッシュなど一部分のみを好みの形状に
染めることは出来なかった。また、泡やゲル自体が毛髪へ塗布後に液垂れして、地肌だけ
でなく、周囲を汚染することが問題であった。さらに部分染めするのに必要な量が分かり
難く、本来必要な量以上に染毛剤を無駄に使用することがあった。
　これに加えて、上記の各種染毛剤を使用すると、手や指まで染料で染まる恐れがあるた
め、手袋やマスキングテープの使用が必要であり、一人で簡便に自身の毛髪を染毛するこ
とは困難であった。特別の櫛やテープなどを用いるのは作業するのに不便であり、特に泡
状の染毛剤では特別な容器が必要となりコストが高くなる傾向にある。
　以上のように、肌などを汚さず、簡便に染毛できるフィルム形状の染毛材料及び染毛方
法は今まで無かった。
　ここで言う染毛材料は医薬部外品の染毛剤と化粧品の染毛料の両者を言う。
【０００３】
　さらに、例えば、下記の特許文献５や特許文献６で開示される染毛剤では、保存するた
めに成型容器が用いられており、店舗で陳列する際に広い場所の確保が必要であった。ま
た、染毛作業後のゴミの容積が大きいことも問題であった。そして、液体物やガスの使用
により、飛行機での手荷物・機内持ち込みに適さない場合があった。
　このため、特許文献７には支持体に染毛剤などを含浸させてなる化粧用品が記載されて
いるが、このような化粧用品は液状の染毛剤を単に支持体に含浸させたものであって、特
許文献１～６に示す染毛剤を単に支持体に担持させたものに過ぎず、使用時、あるいは染
毛終了時に支持体を剥がす際には、依然として手や指、肌などを汚さないようにすること
が困難であった。
　そして、下記の特許文献８には、多孔質で可撓性の支持体上及び／又は支持体内に直接
染料又は直接染料プリカーサが結合してなり、乾式含浸法によって毛髪を染色するための
物品が記載されているが、これは別に用意した熱源によって、毛髪に該直接染料又は直接
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染料プリカーサを転写するためのものであり、この物品により毛髪を染色するためには予
め熱源を準備しておく必要がある。
　以上のように、保存容器がかさばらず、飛行機の手荷物・機内持ち込みの可能な、フィ
ルム形状の染毛材料及び染毛方法は今まで無かった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１６２４６５号公報
【特許文献２】特開２０１１－０６３５８８号公報
【特許文献３】特開２００９－０９６７８６号公報
【特許文献４】特開２００５－２５５６５６号公報
【特許文献５】特開２００２－２４０８７３号公報
【特許文献６】特開２０１１－１２０８９０号公報
【特許文献７】特開２００５－０４７９２０号公報
【特許文献８】特開２００８－１５０３８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、地肌や周囲を汚さずに、適量の染毛剤を使用して、簡便に好みのデザインに
毛髪を染毛することができるフィルム形状の染毛材料及びその染毛方法を提供する。また
、水が含浸して収縮する担体を使用することによる、染色したい箇所に対して正確に担体
を配置することの困難性と、使用時に初めて担体表面に化粧製品を設けるという使用時の
煩雑さを解消させる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討した結果、水溶性樹脂と染料とを複合化
させると、毛髪に貼付するだけで簡便に染毛できることを見出し、またフィルム状である
ため好みの形状にカットして染毛に用いればデザイン性に優れ、染毛したい部分のみに無
駄なく染毛できることを見出し、本発明を完成するに至った。
　具体的には下記の通り。
１．染料を主成分とする染毛剤と水溶性樹脂を複合化することを特徴とするフィルム状染
毛材料。
２．染毛剤が直接染料または酸性染料であることを特徴とする１記載のフィルム状染毛材
料。
３．非水溶性の支持体層と水溶性の染毛材料層からなる２層構造であることを特徴とする
、１又は２に記載のフィルム状染毛材料。
４．水溶性樹脂がケン化度：65～90モル％、重合度：400～3000のポリビニルアルコール
からなることを特徴とする１～３のいずれかに記載のフィルム状染毛材料。
５．１～４のいずれかに記載のフィルム状染毛材料を毛髪へ貼付して染毛する方法。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によると、染毛するのに、溶液状、ゲルや泡状の染毛方法と異なり、地肌を汚す
ことなく、希望する部分のみフィルム状染毛材料を貼り付けることで、肌や周囲を汚すこ
となく無駄なく簡便に狙った所のみに均一に染毛できる。また容器の簡素化も図ることが
できる。さらに、使用時に担体が収縮することがなく、加えて使用時に担体表面に染毛剤
を塗布する手間を省くことができる。
　さらに担体がフィルム状であるので、その表面に染料を水溶性樹脂と共に正確な量に調
製して設けることができるので、染毛の程度が過不足無い状態となるように染毛を行うこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００８】
　以下にフィルム状染毛材料および染毛方法について具体的に説明する。
　本発明のフィルム状染毛材料は、水溶性樹脂フィルムの内部または表面に染毛剤が複合
化されているフィルム状染毛材料であれば良い。そのため、髪に対して泡状や溶液状、ゲ
ル状の染毛剤を直接使用するものではなく、担体にこれらの染毛剤を付着させるものでも
ないので、作業者が染料に直接手を触れずに、毛髪に貼付して染毛でき、しかも、添付時
に収縮することがないので正確に対象とする髪を染毛することができる。毛髪へ貼付し染
毛後には、水で洗い流すことによって水溶性樹脂フィルムごと濯ぎ除去することができる
。
　本発明のフィルム状染毛材料は、毛髪に貼付した後に、フィルムに複合化されていた染
毛剤がフィルムから水分によって毛髪表面に移行して、毛髪が染色されるものである。
【０００９】
（水溶性樹脂フィルム）
　本発明において水溶性樹脂フィルムは、染毛剤を担持させる担体として機能し、かつ染
毛時において髪に対してより均一に、染毛剤を馴染ませる機能をも備えるものである。
　このような水溶性樹脂フィルムとしては、水分により少なくともその表面が溶解し、毛
髪表面に貼付することができる材料からなるフィルムであれば特に材質の制限はない。そ
のような材質の具体的な材料として、ゼラチン、デンプン、寒天、ポリビニルアルコール
及びその変性体などが挙げられる。中でも、ポリビニルアルコール系樹脂およびその変性
体が好ましい。さらに好ましくは、部分ケン化ポリビニルアルコールである。
【００１０】
　このなかでも部分ケン化ポリビニルアルコールのケン化度は６５．０～９０．０モル％
、重合度は４００～３０００の範囲にあることが好ましい。部分ケン化ポリビニルアルコ
ールのケン化度が６５．０モル％～９０．０モル％の範囲であると、さらに高い溶解性を
示すことができ、染毛後に水で洗い流すことがより容易となる。重合度が４００以上であ
ると、フィルム形状を保つためにより十分な強度を保つことができ、かつ重合度が３００
０以下であると、溶解した際の粘度が高くなりすぎず、さらに洗い流し易くなる。
　なお、上記水溶性樹脂には、必要に応じて任意の添加剤を加えても良い。添加剤として
、可塑剤、スリップ剤、アンチブロッキング剤、賦形剤、着色剤などが挙げられる。可塑
剤としてはグリセリン、ジグリセリン、トリエチレングリコール、ポリエチレエングリコ
ールなどが挙げられるが、特にグリセリンが経済性の面からも好ましい。その添加量は水
溶性樹脂フィルムの重量に対し、２～２０ｗｔ％の範囲が好ましい。
【００１１】
　水溶性樹脂フィルムの厚みは10μｍから200μｍ程度が適当であり、好ましくは20μｍ
から70μｍ、より好ましくは40μｍから60μｍの範囲である。10μｍを下回ると染毛のた
めの染毛剤を十分複合化させることができず、200μｍより厚いと経済的に不適となるた
めである。また１枚の水溶性樹脂フィルムの大きさは必要に応じて断裁して使用するため
、Ａ４サイズ（２１０ｍｍ×２９７ｍｍ）程度や、ロール状としても良い。
　水溶性樹脂フィルムの製膜方法に特に限定はなく、樹脂フィルムを製造するための一般
的な手法を用いることができる。具体的には水溶性樹脂材料又はその溶液の溶融押出法、
溶液流延法、スプレーコートなどであるが、ここに挙げた手法に限定されるものではない
。
　いずれにしても本発明のフィルム状染毛材料は、水に濡れることにより収縮を起こさな
いという性質を備えるものである。
【００１２】
（染毛剤の複合化）
　水溶性樹脂フィルムを上記の方法により成膜する際に、予め水溶性樹脂材料又はその溶
液に染毛剤等を添加しておき、それをフィルム化しても良く、成膜した水溶性樹脂フィル
ム上に染毛剤等を塗布したり、あるいは成膜した水溶性樹脂フィルム上に、別に成膜した
染毛剤等を含有する水溶性樹脂フィルムを積層させること等により複合化させても良い。
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　特に本発明においては、上記の方法により染毛剤を複合化できるので、得られた本発明
のフィルム状染毛材料には、均一に染毛剤が含有され、またその含有量の調整も容易であ
る。
　また、水溶性樹脂材料中に染毛剤を含有させて得たフィルム状染毛材料には、その表面
に存在する染毛剤の量は少ないので、直接手に触れる染毛剤の量はわずかであるか、ある
いは手に触れないので、使用時に不用意に手が汚れることがない。
　これに対して、不織布のような他の基材を採用してその上に染毛剤を塗布するよりも、
均一に染毛剤を含有させることが可能であるし、染毛剤が剥がれて手が汚れる可能性が少
なくなる。
　またフィルム状の染色剤であるから、髪に付着させた際により均一に付着することがで
き、フィルム状染毛材料が含有する染色剤を無駄無く染色に使用することができる。なお
、仮に不織布のように空隙が多く存在する場合には、髪への付着を均一にすることが困難
であり染色にムラが発生する可能性がある。
【００１３】
（支持体層）
　また、水溶性樹脂フィルムの片面又は両面に、表面保護機能を備え水溶性樹脂フィルム
に対して離型性を有する支持体層を重ねることもできる。支持体層を備えた水溶性樹脂フ
ィルムとするために、一旦作成した水溶性樹脂フィルム上に別に用意した支持体層をラミ
ネートする方法、支持体上に上記の溶融押出法、溶液流延法、スプレーコートなどの方法
によって水溶性樹脂フィルムを形成しても良い。
　そのような支持体層の材質には特に限定はなく、水溶性樹脂フィルムの表面に密着でき
、かかる使用時に剥離が容易な材質であればよい。具体的には、例えば、上質紙、ポリプ
ロピレン（ＰＰ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ等）等のポリエステル系樹脂フ
ィルム、ポリエチレン（ＰＥ）、ナイロン系樹脂フィルム（ＰＡ）などが挙げられる。ま
た樹脂フィルムや紙等の表面に公知のフッ素樹脂やケイ素樹脂等の離型性を有する物質を
塗布してなるフィルムを支持体層としてもよい。
　フィルム状染毛材料にはある程度の支持体のコシと貼付時の柔軟性及び取り扱い性が良
好であることが求められる。そのためこのような支持体層の材質としてはＰＥＴやＰＰが
好ましい。さらにコストの面から望ましいのはＰＰである。離型紙がフィルム形状である
場合には、そのフィルム厚みは5μｍ～200μｍの範囲が好ましい。支持体層は、水溶性樹
脂フィルムの片面又は全面に重ねられるため、必要に応じて断裁して使用されるため、水
溶性樹脂フィルムと同じくＡ４サイズ（２１０ｍｍ×２９７ｍｍ）程度が適当である。
　なお、水溶性樹脂フィルムの両面に支持体層を設ける場合には、該水溶性樹脂フィルム
の、髪に密着する側の面に位置する支持体層は、実質的にその髪に密着する面を保護する
保護層ともいえる。
【００１４】
（染料）
　染毛剤に含有される成分の染毛に用いる染料は、染毛に使用される一般的な染料であれ
ば問題なく、好ましくは水溶性の酸性染料、直接染料であれば良い。酸性染料としては、
ｏ－又はｐ－フェニレンジアミン、トルエン－２，５－ジアミン（ｐ－トルイレンジアミ
ン）、Ｎ－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン、４，４’－ジアミノフェノール、Ｎ，Ｎ
－ビス（２－ヒドロキシエチル）－ｐ－フェニレンジアミン、４－アミノ－ｍ－クレゾー
ル、２－アミノ－４－ヒドロキシエチルアミノアニソール、２，４－ジアミノフェノール
及びそれらの塩類等が例示される。また使用される塩類としては、塩酸塩、硫酸塩、酢酸
塩等が例示される。
　また、酸性染料と共に使用されるカプラーとしては、主としてｍ－ジアミン類、アミノ
フェノール類又はジフェノール類が挙げられ、具体的にはレゾルシン、カテコール、ピロ
ガロール、フロロフルシン、没食子酸、ハイドロキノン、５－アミノ－ｏ－クレゾール、
ｍ－アミノフェノール、５－（２－ヒドロキシエチルアミノ）－２－メチルフェノール、
ｍ－フェニレンジアミン、２，４－ジアミノフェノキシエタノール、トルエン－３，４ジ
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アミン、α－ナフトール、２，６－ジアミノピリジン、ジフェニルアミン、３，３’－イ
ミノジフェニール、１，５－ジヒドロキシナフタレン及びタンニン酸及びそれらの塩等が
例示される。
【００１５】
　直接染料としては、酸性染料、ニトロ染料、分散染料、塩基性染料、天然染料等が挙げ
られる。酸性染料としては、青色１号、紫色401号、黒色401号、だいだい色205号、赤色2
27号、赤色106号、黄色203号、アシッドオレンジ3号が挙げられ、ニトロ染料としては、
２－ニトロ－ｐ－フェニレンジアミン、２－アミノ－６－クロロ－４－ニトロフェノール
、３－ニトロ－ｐ－ヒドロキシエチルアミノフェノール、４－ニトロ－ｏ－フェニレンジ
アミン、４－アミノ－３－ニトロフェノール、４－ヒドロキシプロピルアミノ－３－ニト
ロフェノール、ＨＣブルーＮｏ．２、ＨＣオレンジＮｏ．１、ＨＣレッドＮｏ．１、ＨＣ
イエローＮｏ．２、ＨＣイエローＮｏ．４、ＨＣイエローＮｏ．５、ＨＣレッドＮｏ．３
、Ｎ，Ｎ－ビス－（２－ヒドロキシエチル）－２－ニトロ－ｐ－フェニレンジアミン等が
挙げられる。
【００１６】
　分散染料としては、ディスパーズバイオレット１、ディスパーズブルー１、ディスパー
ズブラック９等が挙げられ、塩基性染料としては、ベーシックブルー９９、ベーシックブ
ラウン１６、ベーシックブラウン１７、ベーシックレッド７６、ベーシックレッド５１、
ベーシックイエロー５７、ベーシックイエロー８７、ベーシックオレンジ３１等が挙げら
れる。
　このような染料を２種以上併用してもよく、また酸化染料を中間体と併用してもよい。
その他、染毛助剤や他の添加物を必要に応じて含んでも良い。
上記の各染料と共に、染毛剤の成分として、ベンジルアルコール等の浸透剤、グリコール
酸等のｐＨ調整剤、保護剤、顔料、定着剤、漂白剤等の染毛剤に一般的に配合される成分
を配合させることもできる。
【００１７】
（染毛方法）
　本発明のフィルム状染毛材料を使用した染毛方法は、フィルム状染色材料を必要なサイ
ズ・形・デザインに任意にトリミングし、これを毛髪に貼付する方法である。この際毛髪
は湿らせておいたほうが好ましい。所定の時間をおいて対象とする毛髪を染毛した後、水
でフィルムごと洗い流して染毛は完了する。染毛前に行う、皮膚アレルギー試験（パッチ
テスト）も必要に応じて同様の方法で行うことが可能となる。
　水溶性樹脂フィルムは、２つ以上の異なる染料を使用したフィルムを重ねて染毛しても
よい。また、例えば異なる染料を使用したフィルムを複数細かくしたものを並べて使用す
ることにより、新たな色を作り染色することも可能である。
【実施例】
【００１８】
　以下に実施例を示し、本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに限定される
ものではない。
　下記表１に示す支持体層の片面に、水溶性樹脂、及び染毛剤である可塑剤、染料及び所
要によりベンジルアルコールやグリコール酸からなる組成物を混合してなる組成物を塗布
、乾燥して実施例１～８のフィルム状染毛材料を得た。
（試料の評価）
　評価にはウィッグ（ビューラックス社製、型番７７５Ｓ）を用い、染毛処理に慣れてい
ない一般的な人により試料の評価を実施した。霧吹きにて湿潤させた毛髪へ、サイズ５ｃ
ｍ×１０ｃｍで水溶性樹脂フィルムの厚みが４０μｍのフィルム状染毛材料を貼付した後
、そのまま１５分間静置した。その後、頭髪全体を温水で洗い流し、評価に供したフィル
ム状染毛材料を溶解して洗い流し、さらにシャンプーによる洗浄とすすぎを２回繰り返し
た後に乾燥させた。また、本発明のフィルム状染毛材料以外の染毛剤は適宜、染毛したの
ち１５分間静置してから、頭髪全体を温水で洗い流し、シャンプーにて２回洗浄してから
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洗い流して乾燥させた。
【００１９】
（染毛性）
　染毛後の毛髪をパネラー４名が目視にて評価した。評価基準として以下に示す3段階と
した。
「染毛性」　◎：とても良い
　　　　　　○：良い
　　　　　　×：悪い
【００２０】
（染毛時の頭皮への色移り）
　染毛後、１５分経過した後の頭皮への染毛剤の垂れ具合をパネラー４名が目視にて評価
した。評価基準として以下に示す３段階とした。地肌への色移りを、地肌への垂れによる
汚れの程度の指標とした。色移りが少ないほど地肌への垂れが少なく、汚れも生じない。
「色移り」　◎：色移りがみられない
　　　　　　○：僅かに色移りあり
　　　　　　×：色移りあり
【００２１】
（染毛剤の溶解性）
　染毛後、１５分経過後、温水で洗い流す際に、水溶性樹脂層の溶解具合をパネラー４名
が目視および手で触れたときの感覚にて評価した。評価基準として以下に示す３段階とし
た。溶解性が高いほど、地肌が汚れにくく、快適に使用できることの指標とした。
「残渣」　　◎：残渣もなく、手に粘りも感じられない
　　　　　　○：残渣はないものの、手に粘りが感じられる
　　　　　　×：残渣がある
【００２２】
　表１に示すフィルム状染毛材料を調製した。実施例１～８は、水溶性樹脂中に染毛剤を
練りこんで調製して試料を得た。
【表１】

　樹脂層に関して実施例１～５に記載のＰＶＡは日本酢ビ・ボパール社製ＪＰ１８（ケン
化度88モル％、重合度1800）であり、実施例８にて使用したＰＶＡは日本酢ビ・ボパール
社製ＪＲ０５（ケン化度７２モル％、重合度６００）である。
　表中の支持体層以外の欄の（　）外の数字は重量部を示す。
　可塑剤に関してＰＥＧに続く数値は重合度を示している。
　表中、支持体の欄の数値はその支持体の厚み（μm）を示す。
【比較例】
【００２３】
　表２に示すフィルム状染毛材料の試料に用いた。

【表２】

【００２４】
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【表３】

【００２５】
　上記の実施例及び比較例の結果をみると、染毛性及び残渣に関しては実施例及び比較例
共に同程度であるが、色移りについては、実施例１～４、６～８は色移りが無く、実施例
５のみがわずかに色移りがみられた程度であったが、比較例１及び２については色移りが
みられたので、染毛剤が垂れて地肌を汚していたことがわかる。
　この実施例と比較例の結果の違いは、本発明による染毛材料が固体であるフィルムの表
面から均一に髪に対して染色を行うものであり、染色しながら髪に浸透するのに対し、比
較例１及び２の染毛剤は髪に浸透した後に染色を行うという染色の機構が異なることに由
来する。
　実施例２、３、５、及び８は支持体の厚さが７５μｍ又は１００μｍと厚いことが共通
し、染毛性がとても良いことはその支持体の厚さに起因する可能性がある。
　実施例３は染料である赤色１０６号が３と他の実施例にて使用した赤色１０６号よりも
多く、実施例５は赤色７６号が１．５と実施例４にて使用した赤色７６号の量よりも多い
ことにより、わずかに色移りしたものと考えられるが、それでも比較例１及び２よりも明
らかに良好な結果であった。
　実施例４及び５はグリセリンやジグリセリンの量が５と少なく、他の実施例にて使用し
たグリセリンの量よりも少量であったことも影響して、温水で洗い流す際に残渣はないも
のの、手に粘りが感じられる結果になった。
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